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オンライン資格確認等システムの保険医療機関・保険薬局でのプレ運用の

実施について（周知） 

 

医療保険制度の円滑な運営に当たりましては、平素より格段のご努力、ご尽力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

オンライン資格確認等システムの稼働に向けて、令和３年１月下旬より特定の保険医療

機関・保険薬局（以下「保険医療機関等」という）において、令和２年 10月から医療保険

者等に登録いただいている資格情報の本番環境・本番データによるオンライン資格確認等

のテスト的な運用（以下「テスト運用」という）を実施※しているところですが、引き続き、

令和３年３月４日より対象の保険医療機関等を徐々に拡大し、本格運用前のテストという

位置付けでプレ運用を実施予定です。 

プレ運用の実施に向けて、その詳細および医療保険者等における留意事項を下記のとお

り連絡させていただきます。 

都道府県におかれましては、貴管内の市区町村及び国民健康保険組合への周知を、関係各

省共済組合等所管課（室）におかれましては、所管の共済組合等への周知をお願いいたしま

す。 

※ テスト運用については「オンライン資格確認等システムの保険医療機関・保険薬局でのテスト運用の

実施について（周知）」（令和３年１月 15日付け保険課、国民健康保険課、高齢者医療課、医療介護

連携政策課各課事務連絡）にて周知済。 

 

記 

 

１ プレ運用の目的 

(1) 保険医療機関等において、オンライン資格確認等システムを本番環境・本番データで

運用することで、来院した加入者も含め、実際に利用いただく保険医療機関等の方々

にシステムや業務に慣れていただく。 

(2) 本番環境におけるシステム品質などを確認するとともに、多くの保険医療機関等が

御中 
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感じる疑問を早期に収集し、必要に応じて医療保険者等も含めた適切な対策を行い、

事前に解消させる。 

 

２ プレ運用の実施内容 

特定の保険医療機関等(500機関程度) ※において、以下の業務を通して、オンライン資格

確認等システムの本格稼働に向けて実際に運用を行います。 

※ プレ運用の対象となる保険医療機関等名については、厚生労働省の HPにて公表予定。 

(1) マイナンバーカードでの資格確認 

(2) 健康保険証での資格確認 

(3) 予約確認（資格情報の一括照会） 

(4) マイナンバーカード「健康保険証利用の申込」手続き 

 

３ 医療保険者等における留意事項 

(1) プレ運用は本番環境・本番データを用いて行うため、現時点で以下の作業が未完了で

ある場合は、引き続き適切な対応をお願いいたします。正しいデータを登録いただけ

ないことにより、加入者による保険医療機関等でのオンライン資格確認時等に混乱を

生じかねないため、医療保険者等向け中間サーバー等に確実に正しい加入者情報が登

録されるように対応を行っていただきますようお願いいたします。 

① 加入者情報再登録及び加入者情報修正 

② 不開示該当フラグ・自己情報提供不可フラグの設定 

③ 個人番号の誤登録の確認及び訂正、対応結果の報告 

(2) 保険医療機関等でオンライン資格確認を行った際に下記「問合せが想定される事象

（例）等が発生した場合等、社会保険診療報酬支払基金等を通じて医療保険者等へ問

合せが発生する可能性があります。問合せの内容に応じて、適宜、データ修正等を実

施いただきますようお願いいたします。医療保険者等への案内は医療保険者等向けデ

ジタル PMO及び市区町村等向けデジタル PMOに掲載いたしますので、適宜ご確認いた

だき、必要に応じてご対応をお願いいたします。 

＜問合せが想定される事象（例）＞ 

・保険医療機関等にて資格情報の閲覧を行った際、各情報に誤りがある場合 

・保険医療機関等にて資格情報の閲覧を行った際、各情報が空である場合（限度額

適用認定証関連情報が設定されていない等） 

・初回登録がエラーになった場合（資格情報が登録されていないケース等） 

(3) テスト運用と同様に、今回のプレ運用では保険医療機関等の既存システム（レセプト

コンピュータ、医事会計システム、電子カルテシステム等）のシステム上の動作に係

る品質確認及びユーザビリティの確認は行いますが、保険医療機関等からのレセプト

請求に係る運用につきましては、オンライン資格確認等システムの本格運用の開始ま

では従来通りとなります。 

 

以上 


